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2025 年度 第３回 西が岡第二自治会理事会 議事録 

西が岡第二自治会 

 

日 時：2025 年 6 月 15 日（日）9:00～ 

場 所：西が岡自治会館 2 階 

出席者：理事 15 名（欠席：防犯・防災理事 1 名） 

 

議案の類型：A 予算（執行・変更・新規）/B 支援/C トラブル（会員の要望）/D その他 

 

＜会長＞  

⚫ Ｄ：一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦について  

 【決定事項】引き続き、現任委員を推薦することで承認。 

⚫ Ｄ：ハロウィンパーティーについて  

 【決定事項】第一、第三自治会と共同開催の方向とし、福利厚生理事が検討を進めることで承認。 

※開催予定日の 10/26(日)は西が岡小学校運動会の予備日である点が懸念事項である 

⚫ Ｄ：岡津地域ケアプラザ団体登録について  

 【決定事項】登録しないことで承認。 

⚫ C：西が岡第一公園の犬の放し飼いについて  

 自治会 HP に匿名で意見があった旨を共有。 

⚫ （報告）その他共有事項  

 以下について共有。 

➢ 「身近なまちの防災施設整備事業補助」の拡充について 

➢ 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金について 

➢ 鋼管ポール防犯灯の全数点検について 

 

＜副会長＞ 

⚫ D：西が岡小学校運営協議会 からのお知らせについて 

 体育館横の門にも電子錠を設置した旨、夏休みに教室増加工事を実施する旨を共有。 

 PTA 郊外委員の負担軽減策、自治会との関係性を PTA が見直し中である旨を共有。 

⚫ D：中低木剪定技術支援の実施報告について 

 班長会で講習会資料を配布する旨を共有。 

倉庫は設置許可済み。緊急性低いため年内に設置、撤去は自治会費用、設置は市が支給 

⚫ D：会館防犯カメラ設置経緯ヒアリングについて 

 以下のヒアリング結果を共有。 
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➢ 二丁目独自の財産である。 

➢ 自治会館 PC と別の専用 PC（21 年度購入）で操作が可能である。 

 理事による会館保管書類捜索の結果、「地域防犯カメラ運用基準」の存在を確認した旨を共有。 

※本運用基準については、引き続き、関係者へのヒアリングを行う 

⚫ D：横浜市市民活動保険と民間の自治会活動保険の概要について 

 横浜市市民活動保険（無料）と民間自治会活動保険（有料）概要を、見積もり結果を添えて共有。 

  

＜総務＞ 

⚫ A：HP 管理サービス利用料の支出について…議題 1 

 【決定事項】HP 管理サービス利用料として 35,310 円（当初予算外）を支出することを承認。 

⚫ D：Googledrive 活用方法について 

 【決定事項】Googledrive は理事会活動のアーカイブとして活用し、理事のデータ保管、引き継ぎ

はこれまで通り USB 等を使用することで承認。 

 総務理事は Googledrive 内に資産台帳（清掃倉庫等）のデータがないか確認する。 

 

＜環境・衛生＞ 

⚫ D：公園外部委託清掃と会員ボランティア清掃日程の確定について 

 【決定事項】6,9,12 月を外部委託清掃、11,2 月（班長会終了後）を会員ボランティア清掃とするこ

とを承認。 

⚫ Ｂ：ボウフラ発生防止薬剤の投入 

 雨水マンホールへの投入は効果がないため、環境・衛生理事は対応を検討する。 

※後日、区土木事務所、区保健福祉センター生活衛生課への確認の結果、環境への配慮から実施す

べきでないとの指摘があったため、理事 5 名による雨水マンホール、L 形側溝桝への投入は取り

やめとすることで決定。但し、各家庭への薬剤配布は予定どおり 7 月 6 日（日）・7 日（月）の

2 日間で実施する事を確認。 

⚫ D：植栽張り出しについて 

 遊歩道(2-27 付近)の植栽張り出しがあるとの住民の方からのご指摘については、環境衛生理事が現

地確認し、必要に応じて土木事務所へ連絡する。 

※6 月 16 日(月)に土木事務所に連絡。6 月 27 日(金)に土木事務所の方に調査して頂き、2 丁目公園

から西が岡 3 丁目公園にかけての遊歩道の植栽が張り出し通行の妨げになりそうな枝を切って頂

くことになった→特に 2-25、2-27、既に土木事務所で決定済みの 2-23 周辺の遊歩道。一部の枝

はどなたかが既に切ったと思われる。今後、張り出して危なさそうな枝については公園愛護会で

切って構わない、連絡も不用とのこと。 
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＜防犯・防災＞ 

⚫ Ａ：防犯カメラ 新設の場所の絞り込み作業と今後の課題 

 新設に関する反対意見はなかったため、今後警察署、土木事務所、設置会社と協議を進める旨を共

有。 

⚫ D：会館前防犯カメラ設置経緯、情報共有について 

 引き継ぎ資料が十分でなく、当時設置を担当した吽野氏のみが操作方法等を把握している状態であ

るため、各種情報を引く継ぐ必要がある旨を共有。 

 

＜会館運営＞ 

⚫ C：植栽張り出しの危険ゾーンについて…議題 2  

 (副会長より)西が岡二丁目公園入口交差点の北側 4 軒に関しては 6 月 10 日に土木事務所に連絡。

土木事務所が現地を視察して 4 軒の中で問題ある 1 軒を戸別訪問、しかし応答がなかったので同事

務所が改善要請の書面を投函した経緯を共有。(同事務所の判定では残り３軒は危険とは言えない

という回答であった)  なお、１ヶ月程度して改善が見られない場合、土木事務所が再訪するとの

言質も得ているので当方よりその際のやり取りを確認する予定である。 

 (副会長より)ローソン敷地内、および隣接公園に関してはローソン開業時（2010 年）に住民説明会

を実施し、美観維持に関しての回答書が存在する旨を共有。 

⚫ （報告）その他共有事項  

 以下について共有。 

➢ 会館 1 階エアコンは 6/22 に施工工事を実施 

➢ 会館外回りの清掃を 7/5 に実施 

➢ 会館 1 階ホール床清掃は作業日程を調整中 

以上 

 

 


